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楽しく！安全に！
自転車に乗ろう！
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事故が多い場所
じ　　こ お お ば し ょ

これらの事故は、実際に熊本県内の小学生が被害者・加害者となっ
た事例です。いつも通っている道路にも、いろいろな危険がかく
れています。交通ルールを正しく守って、安全に自転車を利用し
ましょう。また、交通事故に「あわない、おこさない」ためには
どうすればよいか考えてみましょう。

事故にあってしまったら
小さな事故でもまずは警察への連絡が必要です。
事故にあってすぐはわからなくても、あとからケガに気づくこともあります。
あとで連絡ができるように、電話番号などを聞いておきましょう。

けが人の救護
きゅうご

周囲の安全の確保
かく ほ

警察に連絡（110番） 相手の連絡先を聞く
（名前・住所・電話番号）

あい て

登下校中に事故にあったら、
先生に報告しましょう

と う げ こ う ち ゅ う

ほ う こ く

見通しが悪い曲がり角を
スピードを落とさずに飛
び出してしまい、左側から
来たクルマとぶつかった。

下り坂でスピードを出しすぎ
てしまい、交差点で止まれず
クルマとぶつかった。

横断歩道がない場所を安全
確認せずに横断してしまい、
クルマとぶつかった。

右後ろの確認をせず急に
右折してしまい、後ろから
来たバイクとぶつかった。

マンホールは雨の日に
滑りやすいので注意！

自転車が加害者に
なることもあります!

じっさい

じ れい き けん

ひがいしゃ

か く に ん

お う だ ん

か く に ん お う だ ん

か が い し ゃ

う  せつ

けいさつ

れんらく き

れんらく ひつよう

すべ

ま かど

かがいしゃ

「止まれ」の標識に気
づかずに飛び出して
しまい、クルマとぶつ
かった。
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あんぜんクイズ
自転車を安全に利用するためには、
交通ルールをしっかり理解し、守ることが重要です。

答え

Q

答え

交差点を右に曲がりたいとき

歩行者自転車専用信号機がある交差点

自転車は車道の左側（クルマと同じ
向き）を走るのが基本(原則)です。
道路の右側は危険なので絶対に走
りません。歩道を通行できるのは、
おもに次の場合です。

自 転 車 は ク ル マ の 仲 間。
停止線の手前で一時停止し
て、交差点の安全を確認し
てから進みましょう。また、
一時停止だけでなく、その
ほかの交通ルールもしっか
り覚えましょう。
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普段通っている道路にもいろんな標識があるかも。
探して、どんな意味があるのか調べてみよう！ポイント

クルマじゃないから一時停止はしなくてよい？
い ち じ て い し

安全確認の方法
あ ん ぜ ん か く に ん ほ う ほ う

歩道を走るときは歩行者を優先して、
車道寄りをゆっくり通行しましょう。

ここが大事

道路の左側を向こうがわまで進み、安全
をたしかめて右に曲がります。

歩道でも車道でも歩行者自転車専用信
号にしたがいます。

歩道を通行中は歩行者用信号、車道で
はクルマ用の信号にしたがいます。

1つ目の信号で向こうがわにすすみ、
2つ目の信号でもう一度進みます。

（2だんかい右折といいます。）

自転車は道路のどこを走ってもよい？
じ て ん し ゃ ど う ろ はし

Q

信号機のない交差点

ある場合 ない場合

信号機のある交差点

注意したいおもな標識です。しっかりと覚えておこう！

一時停止
停止線があるときは

線の手前で止まります

歩行者専用
歩行者だけが通行できる場所

自転車歩行者通行可
自転車と歩行者だけが

通行できる場所

車両通行止め
自転車を含むすべての車両の

通行が禁止

1 2 3●標識や標示があるとき ●13歳未満の子どもや
　70歳以上の高齢者など

●道路工事や駐車している車など
　で、車道の左側を安全に通行で
　きない場合

歩道を通行することができる場合

走れる所はきまっています

必ず止まります
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③もう一度右と左、前と後ろの安全を
確認する。

みぎい ち ど ひだり まえ うし あんぜん

かくにん
①停止線の手前で止まる。
右と左、前と後ろの安全を確認する。

てい し せん て ま え と

みぎ ひだり まえ うし あんぜん かくにん
②すこし前に出て、交差点の手前で、
もう一度止まる。
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こんな運転していませんか？ 自転車の運転には、いろいろな交通ルールがあります。
また、ルールを知っていても守らなければ意味がありません。

イヤホン、ヘッドホンの使用
（大きな音で使用）

う ん て ん

イヤホンやヘッドホン
をして大きな音を聞い
ていると、クルマの接近
に気づかず危険です！
まわりの音をしっかり
聞きましょう！

スマートフォン使用
運転中にスマートフォン
を使用すると、話や画
面に気を取られ、判断が
遅れます。
事故が 起きるときは
一瞬の油断から！

並進（横に並んで走ること）
へ い し ん

し    よう

よ こ

並進は原則禁止です。
自転車を運転するとき
はタテ1列で通行しま
しょう。お友達と出か
ける時などは特に注意
しましょう！

二人乗り
自転車の二人乗りは
原則禁止です。バラン
スが取りづらく、一緒
にたおれて大けがをす
るかもしれません。

無灯火
ライトがついていないとクルマから見えないため、
事故にあう危険が高まります。また、道路のようす
が見えないため、非常に危険です。尾灯（後ろのラ
イト）や、横からも見えやすくするため、車輪などに
反射材を取り付けておきましょう。

前照灯（前のライト）
夜に10メートル前方がよく見える
明るさが必要です。

ぜんしょうとう

尾灯（後ろのライト）
び とう

夜に100メートル後方から点灯を
確認できる明るさが必要です。

反射材
はんしゃざい

横から見える場所にもつけましょう。
暗くなる前に

帰るってのも

大事なことだぜ！

小学生（11歳男子）が夜間帰宅途中に歩行者（62歳女性）と正面衝突。
歩行者に頭蓋骨骨折などのけがを負わせ、意識が戻らない状態となった。

熊本県と熊本市の条例では、自転車損害賠償保険等の加入は自転車利用者の義務となっています。
保険には様々な種類がありますので、ご自身やご家族に合った保険にご加入ください。

小学生でも事故の加害者になれば
高額な賠償金が生じることも・・

万が一のためにも自転車保険に加入しておきましょう。

������

賠償金9,521万円
過去にはこんなことが

保護者の皆さまへ

ＴＳマーク付帯保険

個人賠償責任保険

自転車専用の保険

自転車安全整備士が点検した自転車に付帯する保険です。
有効期限は１年間ですが、整備士による点検整備で更新が可能です。

自動車保険や火災保険など任意保険の特約として付帯される保険です。

自転車の事故に特化した専用保険です。

保険により、加入条件や補償内容が異なります。詳しくは保険会社にお問い合わせください。
※熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例／熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例
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点検のポイント
て ん け ん

ハンドル
グラつきはありませんか？
グリップのゆるみはありませんか？

ブレーキ
前後ともよくききますか？
キーキーと音はしませんか？

ベル
きちんと音はなりますか？

ライト
きちんとつきますか？

反射材
（リフレクター）
はずれていませんか？
ゆがんでいませんか？

チェーン
スムーズに動きますか？

ヘルメット
かぶるのを忘れていませんか？

タイヤ
空気は十分に入っていますか？
古くなってヒビわれていませんか？
針金などがささっていませんか？

●各部のがたつきやねじのゆるみがないか確認しましょう。
●年に一度は自転車屋さんで点検してもらいましょう。

自転車安全利用五則
❶ 車道が原則、左側を通行
　 歩道は例外、歩行者を優先

❷ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

❸ 夜間はライトを点灯

❹ 飲酒運転は禁止

❺ ヘルメットを着用

正しいかぶりかた

ヘルメットの先がまゆ毛のすぐ
上にくるようにかぶります。あ
ごひもは指1～2本が入るくら
いにちょうせいします。

ご そく

熊本県警察シンボルマスコット
「ゆっぴー」




